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秦代

亡国の民が伝えた英雄伝説



こ
れ
は
、
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀

初
め
に
か
け
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
支
配

に
抵
抗
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立

の
た
め
に
戦
っ
た
英
雄
の
銅
像
で
あ
る
。

こ
れ
は
誰
か
？



William Wallaceの生涯を描いた映画『ブレイブ・ハート』（1995年制作）



亡
国
の
民
が
伝
え
た
英
雄
伝
説

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
民
的
英
雄
の
一

人
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ォ
レ
ス
（S

ir 

W
illiam

 W
allace

一
二
七
二
？
～
一
三
〇

五
）
が
い
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
支
配
下
に
あ
っ
た
一

三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
初
め
に
か
け
て
、

ウ
ォ
レ
ス
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
の

た
め
に
戦
っ
た
。

彼
は
志
を
遂
げ
る
こ
と
な
く
、
最
後
は

捕
ら
え
れ
て
ロ
ン
ド
ン
で
刑
死
し
た
が
、

そ
の
活
躍
は
一
五
世
紀
に
盲
目
の
吟
遊
詩

人
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ハ
リ
ー
（B

lin
d
 H

arry

）

が
歌
っ
た
叙
事
詩
に
よ
っ
て
後
世
へ
と
語

り
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。



Wallace Monument - Stirling, Scotland

スコットランド



Wallace Monument - Stirling, Scotland



楚

亡
国
の
民
が
伝
え
た
英
雄
伝
説

中
国
に
も
こ
れ
と
よ
く
似
た
英
雄
伝
説

が
あ
る
。
荊
軻
の
物
語
で
あ
る
。

戦
国
時
代
の
末
期
、
法
家
思
想
に
基
づ

く
富
国
強
兵
策
に
よ
っ
て
唯
一
の
超
大
国

と
な
っ
た
秦
は
、
そ
の
圧
倒
的
な
軍
事
力

に
よ
っ
て
東
方
六
国
へ
の
侵
攻
を
始
め
る
。

迫
り
く
る
秦
の
脅
威
を
前
に
、
燕
国
は

国
の
命
運
を
一
人
の
刺
客
に
託
す
。

た
っ
た
一
本
の
匕
首
で
大
国
・
秦
の
野

望
を
打
ち
砕
こ
う
と
し
た
荊
軻
。
秦
に
よ

る
天
下
統
一
の
陰
で
、
亡
国
の
民
が
伝
え

た
英
雄
伝
説
を
紹
介
す
る
。



講義内容

第一節 秦――建国から天下統一まで

第二節 秦王政（始皇帝）暗殺未遂事件

第三節 亡国の民が伝えた物語



第一節

秦

建国から天下統一まで



資料映像：ＮＨＫスペシャル「故宮」より



秦

秦 900BC-207BC

非子、周の孝王から秦の地を与えられる(BC900年頃)
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殷 1600BC頃-1046BC

周 1046BC-771BC

春秋戦国時代 770BC-221BC

秦 221BC-207BC

漢 206BC-220AD

魏 220-265 蜀 221-263 呉 222-280
晋 265-316

五胡十六国時代 東晋 317-420

北朝 439-589 南朝 420-589

隋 581-619

唐 618-907

五代十国 907-960

遼 北宋 960-1127

金 1115-1234 南宋 1127-1279
元 1271-1368

明 1368-1644

清 1616-1912

中華民国 1912-1949
中華人民共和国 1949-

非子、周の孝王から秦の地を与えられる(900BC頃)

内乱平定の功により、東周の平王から岐山以西の地を
与えられ諸侯となる(771BC)

商鞅の変法(359BC,350BC)



楚

秦

斉

韓

趙
魏

燕

戦国時代 BC453-BC221



商
鞅
と
法
家
思
想

商
鞅
は
衛
国
の
公
子
の
出
身
。

は
じ
め
魏
に
仕
え
た
が
、
秦
の
孝
公
が

内
外
に
広
く
人
材
を
求
め
て
い
る
と
聞
き
、

魏
を
去
り
秦
に
行
っ
た
。
富
国
強
兵
の
術

を
説
い
て
孝
公
の
信
任
を
得
、
前
三
五
九

年
と
前
三
五
〇
年
の
二
度
に
わ
た
り
、

「
商
鞅
の
変
法
」
と
呼
ば
れ
る
大
改
革
を

行
っ
た
。

辺
境
の
小
国
で
あ
っ
た
秦
は
、
こ
れ
に

よ
り
一
躍
強
国
へ
と
の
し
上
っ
て
い
く
。

商鞅(B.C.390?～B.C.338)



「
手
柄
あ
る
者
に
は
必
ず
褒
賞
を
与
え
、

罪
を
犯
す
者
は
容
赦
な
く
処
罰
せ
よ
」

商
鞅
ら
が
唱
え
た
こ
の
法
家
思
想
は
、

い
ま
も
四
字
成
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
四
字
成
語
と
は
何
か
？

商鞅(B.C.390?～B.C.338)

？



信
賞
必
罰

手
柄
あ
る
者
に
は
必
ず
褒
賞
を
与
え
、

罪
を
犯
す
者
は
容
赦
な
く
処
罰
せ
よ

商鞅(B.C.390?～B.C.338)



商
鞅
の
「
信
賞
」

令
、
既
に
具
わ
る
も
、
未
だ
布
せ
ず
。

民
の
己
を
信
ぜ
ざ
る
を
恐
る
。

乃
ち
三
丈
の
木
を
国
都
の
市
の
南
門
に

立
て
、
民
の
能
く
北
門
に
徙
し
置
く
者
を

募
り
、
十
金
を
予
う
。
民
之
を
怪
し
み
て

敢
え
て
徙
す
な
し
。
復
び
曰
く
「
能
く
徙

す
者
に
は
五
十
金
を
予
う
」
と
。
一
人
之

を
徙
す
者
あ
り
。
輙
ち
五
十
金
を
予
え
、

以
っ
て
欺
か
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
。
卒
に

令
を
下
せ
ば
、
令
民
に
行
わ
る
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



商
鞅
の
「
信
賞
」

法
令
は
で
き
た
が
、
す
ぐ
に
布
告
は
し

な
か
っ
た
。
自
分
が
信
用
さ
れ
て
い
な
い

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
木
材
を

都
の
市
場
の
南
門
に
立
て
、
「
北
門
ま
で

運
ん
だ
者
に
は
十
金
を
与
え
る
」
と
、
人

を
募
っ
た
。
と
こ
ろ
が
人
々
は
こ
れ
は
変

だ
と
思
い
、
誰
も
運
ぼ
う
と
し
な
い
。
そ

こ
で
「
運
ん
だ
者
に
は
五
十
金
を
与
え

る
」
と
し
た
。
あ
る
人
が
こ
れ
を
運
ぶ
と
、

五
十
金
を
与
え
、
嘘
で
は
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
て
法
令
を
出
す
と
、

人
々
は
そ
れ
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



商
鞅
の
「
必
罰
」

そ
の
年
、
秦
の
民
の
国
都
に
之(

ゆ)
き
て

初
令
の
便
な
ら
ざ
る
を
言
う
者
、
千
を

以
っ
て
数
う
。

是
に
於
い
て
太
子
、
法
を
犯
す
。
衛
鞅

曰
く
、
「
法
の
行
わ
れ
ざ
る
は
、
上
よ
り

之
を
犯
せ
ば
な
り
」
と
。
将
に
太
子
を
法

せ
ん
と
す
る
も
、
太
子
は
君
の
嗣(

よ
つ
ぎ)

な
り
。
刑
を
施
す
べ
か
ら
ず
。
其
の
傅
・

公
子
虔
を
刑
し
、
其
の
師
・
公
孫
賈
を
黥

す
。明

日
、
秦
人
皆
趨
る
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



商
鞅
の
「
必
罰
」

そ
の
年
、
秦
の
人
々
が
都
に
集
ま
り
、

法
令
に
不
満
を
唱
え
る
者
が
数
千
人
を
数

え
た
。

そ
の
頃
、
太
子
が
法
を
犯
し
た
。
衛
鞅

は
「
法
令
が
守
ら
れ
な
い
の
は
、
上
に
立

つ
も
の
が
こ
れ
を
犯
す
か
ら
だ
」
と
考
え
、

太
子
を
罰
し
よ
う
と
し
た
が
、
太
子
は
世

継
ぎ
で
あ
り
、
刑
罰
を
加
え
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
師
で
あ
る
公
子

虔
と
公
孫
賈
に
刑
罰
を
加
え
た
。

翌
日
、
秦
の
人
々
は
み
な
逃
げ
去
っ
た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



商
鞅
の
「
信
賞
必
罰
」
の
成
果

令
、
之
を
行
う
こ
と
十
年
、
秦
の
民
大

い
に
説
ぶ
。
道
に
遺
を
拾
わ
ず
、
山
に
盗

賊
な
く
、
家
は
給
し
人
は
足
り
、
民
は
公

戦
に
勇
に
し
て
、
私
闘
に
怯
え
、
郷
邑
大

い
に
治
ま
る
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



商
鞅
の
「
信
賞
必
罰
」
の
成
果

法
令
が
施
行
さ
れ
て
十
年
、
秦
の
人
々

は
大
い
に
喜
ん
だ
。
道
に
落
し
物
が
あ
っ

て
も
拾
う
者
は
な
く
、
山
に
盗
賊
は
な
く
、

暮
ら
し
は
豊
か
に
な
り
、
戦
争
が
あ
れ
ば

勇
敢
に
戦
っ
た
が
、
喧
嘩
を
す
る
こ
と
は

な
く
、
地
方
の
治
安
も
大
変
良
く
な
っ
た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



「
信
賞
必
罰
」
の
法
家
思
想
に
よ
っ
て
、

秦
の
富
国
強
兵
を
実
現
し
た
商
鞅
は
、
そ

の
後
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
だ
か
？

商鞅(B.C.390?～B.C.338)

？



商
鞅
の
末
路

秦
の
孝
公
卒
し
、
太
子
立
つ
。

公
子
虔
の
徒
、
商
君
反
か
ん
と
欲
す
と

告
げ
、
吏
を
発
し
て
商
君
を
捕
う
。

商
君
、
亡
げ
て
関
下
に
至
り
、
客
舎
に

舎(

や
ど)

ら
ん
と
欲
す
。
客
人
、
其
れ
是

れ
商
君
た
る
を
知
ら
ず
し
て
曰
く
、

「
商
君
の
法
、
人
を
舎
ら
せ
る
に
験
な
き

者
は
之
に
坐
す
。
」

商
君
、
喟
然
と
し
て
嘆
じ
て
曰
く
、

「
嗟
乎
、
法
を
為
す
の
敝
、
一
に
此
に
至

る
か
。
」

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



商
鞅
の
末
路

秦
の
孝
公
が
亡
く
な
り
、
太
子
が
擁
立

さ
れ
た
。
公
子
虔
ら
は
、
商
鞅
が
反
乱
を

起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
訴
え
、
役
人
を
派

遣
し
て
商
鞅
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
。

商
鞅
は
逃
げ
て
、
国
境
近
く
の
旅
館
に

泊
ろ
う
し
た
。
と
こ
ろ
が
旅
館
の
主
人
は

彼
が
商
鞅
だ
と
知
ら
ず
、
こ
う
言
っ
た
。

「
商
鞅
様
の
法
令
で
、
証
明
書
の
な
い
人

を
泊
ま
ら
せ
る
と
同
罪
に
な
る
の
で
す
」

商
鞅
は
た
め
息
を
つ
い
て
言
っ
た
。

「
あ
あ
、
法
令
の
弊
害
は
、
こ
ん
な
と
こ

ろ
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
か
。
」

司
馬
遷
『
史
記
』
商
君
列
伝



商
鞅
と
法
家
思
想

二
度
の
大
改
革
に
よ
っ
て
、
秦
を
一
躍

強
国
へ
と
の
し
上
が
ら
せ
た
商
鞅
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
冷
徹
な
厳
罰
主
義
は
多
く
の

人
々
の
恨
み
を
買
い
、
孝
公
の
死
後
、
反

対
派
に
謀
反
の
罪
を
き
せ
ら
れ
、
車
裂
き

の
極
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
商
鞅
の
亡
き
後
も
、
秦
は
法

家
思
想
に
よ
る
中
央
集
権
化
と
富
国
強
兵

策
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
。

商鞅(B.C.390?～B.C.338)



楚

秦

斉

韓

趙
魏

燕

戦国時代 BC453-BC221



第二節

秦王政暗殺未遂事件

史記刺客列伝



秦
の
侵
攻

秦
は
法
家
思
想
に
よ
る
中
央
集
権
化
と

富
国
強
兵
策
に
よ
っ
て
、
西
方
の
一
大
強

国
と
な
っ
て
い
く
。

紀
元
前
二
四
七
年
、
王
位
に
就
い
た
秦

王
・
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
は
、
強
大
な

軍
事
力
を
背
景
に
東
方
の
国
々
へ
の
侵
攻

を
開
始
し
、
前
二
三
〇
年
に
は
韓
、
前
二

二
八
年
に
は
趙
を
滅
ぼ
す
。
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殷 1600BC頃-1046BC

周 1046BC-771BC

春秋戦国時代 770BC-221BC

秦 221BC-207BC

漢 206BC-220AD

魏 220-265 蜀 221-263 呉 222-280
晋 265-316

五胡十六国時代 東晋 317-420

北朝 439-589 南朝 420-589

隋 581-619

唐 618-907

五代十国 907-960

遼 北宋 960-1127

金 1115-1234 南宋 1127-1279
元 1271-1368

明 1368-1644

清 1616-1912

中華民国 1912-1949
中華人民共和国 1949-

秦が東方の韓、趙を滅ぼす(BC230～BC228)



楚

秦

斉

韓

趙
魏

燕

戦国時代 BC453-BC221

BC230年

BC228年



秦
王
暗
殺
計
画

紀
元
前
二
三
二
年
、
人
質
と
な
っ
て
い

た
秦
か
ら
帰
国
し
た
燕
の
太
子
・
丹
は
、

迫
り
来
る
秦
の
脅
威
を
前
に
、
祖
国
の
命

運
を
一
人
の
刺
客
に
託
す
。

秦
王
・
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
暗
殺
計

画
で
あ
る
。



武氏祠画象石荊軻刺秦図（山東省嘉祥県・後漢元嘉元年(151年)）



(
漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝

前
漢
の
史
官
・
司
馬
遷
は
、
神
話
の
時

代
か
ら
前
漢
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
、
王

侯
貴
族
か
ら
庶
民
に
い
た
る
様
々
な
人
物

を
通
し
て
描
い
た
『
史
記
』
を
著
し
た
。

そ
の
中
に
刺
客
す
な
わ
ち
テ
ロ
リ
ス
ト

の
事
績
を
記
録
し
た
刺
客
列
伝
が
あ
る
。

秦
王
政
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
た
刺
客
・
荊

軻
の
伝
も
そ
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。



秦
王
暗
殺
計
画

燕
の
太
子
・
丹
、
秦
に
質(

ち)

た
り
。

亡
れ
て
燕
に
帰
る
。

燕
の
太
子
・
丹
な
る
者
は
、
故
と
嘗
て

趙
に
質
た
り
。
而
う
し
て
秦
王
政
、
趙
に

生
ま
れ
て
、
其
の
少
き
時
、
丹
と
驩
ぶ
。

政
の
立
ち
て
秦
王
と
為
る
に
及
び
て
、
丹

は
秦
に
質
た
り
。
秦
王
の
燕
の
太
子
・
丹

を
遇
す
る
こ
と
善
か
ら
ず
。
故
に
丹
は
怨

ん
で
亡
れ
帰
る
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
計
画

燕
の
太
子
で
あ
る
丹
は
、
秦
に
人
質
と

な
っ
て
い
た
が
、
逃
げ
て
燕
に
帰
っ
た
。

丹
は
、
む
か
し
趙
に
人
質
と
な
っ
て
い

た
。
秦
王
の
政
も
趙
に
生
ま
れ
、
幼
い
こ

ろ
丹
と
仲
が
良
か
っ
た
。

政
が
秦
王
に
な
る
と
、
丹
は
秦
に
人
質

と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
（
幼
な
じ
み
だ
っ

た
は
ず
の
）
秦
王
が
冷
淡
な
扱
い
を
し
た

た
め
、
恨
ん
だ
丹
は
（
燕
に
）
逃
げ
帰
っ

た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
計
画

燕
の
太
子
・
丹
か
ら
秦
王
・
政
の
暗
殺

を
託
さ
れ
た
の
は
、
荊
軻
と
い
う
人
物
で

あ
っ
た
。

荊
軻
は
、
秦
王
に
謁
見
す
る
た
め
、
二

つ
の
献
上
品
を
用
意
す
る
。
一
つ
は
督
亢

（
河
北
省
涿
県
の
東
南
）
の
地
図
。
地
図

の
献
上
は
領
土
の
割
譲
を
意
味
す
る
。

も
う
一
つ
は
、
秦
の
樊
於
期
将
軍
の
首
。

秦
王
の
怒
り
を
買
い
、
一
族
を
皆
殺
し
に

さ
れ
た
樊
於
期
将
軍
は
、
秦
を
逃
れ
て
燕

に
亡
命
し
て
い
た
。



中国映画「異聞始皇帝謀殺（秦頌）」(1996年制作)より



秦
王
暗
殺
計
画

紀
元
前
二
二
七
年
、
つ
い
に
秦
王
暗
殺

の
日
が
や
っ
て
く
る
。

督
亢
の
地
図
と
樊
於
期
将
軍
の
首
を
携

え
た
荊
軻
は
、
計
略
通
り
秦
王
か
ら
謁
見

の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。

秦
王
に
近
づ
い
た
荊
軻
は
、
督
亢
の
地

図
に
隠
し
た
匕
首
で
秦
王
を
刺
殺
し
よ
う

と
す
る
。



中国映画「異聞始皇帝謀殺（秦頌）」(1996年制作)より



第三節

亡国の民が伝えた物語

燕丹子の世界



司
馬
遷
は
秦
王
政
暗
殺
未
遂
事
件
を
詳

細
か
つ
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
記
述
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
？ ？



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

‥
 ‥

 
軻
、
既
に
地
図
を
取
り
て
之
を
奏

(

す
す)

む
。
秦
王
、
図
を
発
く
。
図
窮
り

て
匕
首
見
わ
る
。
因
り
て
左
手
も
て
秦
王

の
袖
を
把
り
、
而
し
て
右
手
に
匕
首
を
持

ち
て
之
を
揕(

さ)

す
。
未
だ
身
に
至
ら
ず
。

秦
王
驚
き
、
自
ら
引
き
て
起
つ
。
袖
、

絶
つ
。
剣
を
抜
か
ん
と
す
。
剣
長
し
。
其

の
室
を
操
る
。
時
に
惶
急
に
し
て
剣
堅
し
。

故
に
立
ち
ど
こ
ろ
に
抜
く
べ
か
ら
ず
。
荊

軻
、
秦
王
を
逐
う
。
秦
王
、
柱
を
環
り
て

走
ぐ
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

‥
 ‥

 
荊
軻
は
地
図
を
取
り
出
し
、
献
上

し
た
。
秦
王
が
地
図
を
開
く
。
開
き
終
わ

る
と
、
匕
首
が
現
れ
た
。
左
手
で
秦
王
の

袖
を
つ
か
み
、
右
手
に
匕
首
を
持
っ
て
刺

そ
う
と
し
た
が
、
届
か
な
か
っ
た
。

秦
王
が
驚
い
て
立
ち
上
が
る
と
、
袖
が

切
れ
た
。
剣
を
抜
こ
う
と
し
た
が
、
長
す

ぎ
る
。
鞘
か
ら
抜
こ
う
と
す
る
が
、
堅
く

て
な
か
な
か
抜
け
な
い
。
荊
軻
は
秦
王
を

追
い
、
秦
王
は
柱
の
周
り
を
回
っ
て
逃
げ

た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

群
臣
、
皆
愕
く
。
卒(

に
わ)

か
に
意(

お

も)

わ
ざ
る
こ
と
起
こ
れ
ば
、
尽
く
其
の

度
を
失
う
。
而
し
て
秦
の
法
、
群
臣
の
殿

上
に
侍
す
る
者
は
、
尺
寸
の
兵
を
も
持
つ

を
得
ず
。
諸
郎
中
は
兵
を
執
る
も
、
皆
殿

下
に
陳
す
。
詔
有
り
て
召
す
に
非
ざ
れ
ば
、

上
る
を
得
ず
。

急
な
る
時
に
方(

あ)

た
り
、
下
兵
を
召

す
に
及
ば
ず
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

臣
下
た
ち
は
み
な
愕
然
と
し
た
。
突
然

の
出
来
事
に
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら

な
い
。
し
か
も
秦
の
法
令
で
は
、
宮
殿
に

仕
え
る
臣
下
は
、
わ
ず
か
な
武
器
も
携
え

て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
郎

中
た
ち
は
武
器
を
持
っ
て
い
た
が
、
み
な

宮
殿
の
外
に
並
ん
で
い
て
、
王
の
命
令
が

な
け
れ
ば
宮
殿
内
に
入
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
か
っ
た
。

突
然
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で
、
宮
殿
の

外
の
兵
に
命
令
を
出
す
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

故
を
以
て
荊
軻
乃
ち
秦
王
を
逐
う
。
而

し
て
卒
か
に
惶
急
し
て
、
以
て
軻
を
撃
つ

無
く
し
て
、
手
を
以
て
共
に
之
を
搏
つ
。

是
の
時
、
侍
医
・
夏
無
且
、
其
の
奉
ず
る

所
の
薬
嚢
を
以
て
荊
軻
に
提(

な
げ)

う
つ
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

こ
う
し
て
荊
軻
は
秦
王
を
追
い
続
け
た
。

（
臣
下
た
ち
は
）
慌
て
て
い
た
た
め
に
、

荊
軻
を
撃
つ
武
器
も
な
く
、
た
だ
手
で
叩

く
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
侍

医
の
夏
無
且
は
、
携
え
て
い
た
薬
嚢
を
荊

軻
に
投
げ
つ
け
た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

秦
王
、
方
に
柱
を
環
り
て
走
ぐ
。
卒
か

に
惶
急
し
て
為
す
所
を
知
ら
ず
。
左
右
乃

ち
曰
く
、
「
王
、
剣
を
負
え
」
と
。
剣
を

負
い
、
遂
に
抜
き
て
以
て
荊
軻
を
撃
ち
、

其
の
左
股
を
断
つ
。
荊
軻
、
廃
る
。
乃
ち

其
の
匕
首
を
引
き
、
以
て
秦
王
に
擿(

な

げ
う)

つ
。
中
ら
ず
。
銅
柱
に
中
る
。
秦

王
、
復
た
軻
を
撃
つ
。
軻
、
八
創
を
被
る
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

秦
王
は
柱
の
周
り
を
逃
げ
回
り
、
ど
う

し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
す
る
と
左
右

の
者
が
言
っ
た
「
王
様
、
剣
を
背
負
っ
て

く
だ
さ
い
」
。
剣
を
背
負
い
、
抜
い
て
荊

軻
に
斬
り
つ
け
、
左
股
を
断
っ
た
。
荊
軻

は
動
け
な
く
な
り
、
匕
首
を
秦
王
に
投
げ

つ
け
た
が
当
た
ら
ず
、
銅
柱
に
当
た
っ
た
。

秦
王
は
さ
ら
に
荊
軻
に
斬
り
つ
け
、
荊

軻
は
八
ヶ
所
に
傷
を
負
っ
た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
未
遂
事
件

軻
、
自
ら
事
の
就
ら
ざ
り
し
を
知
り
、

柱
に
倚
り
て
笑
い
、
箕
踞
し
て
以
て
罵
り

て
曰
く
、

「
事
の
成
ら
ざ
る
所
以
は
、
生
き
な
が
ら

之
を
劫
し
、
必
ず
約
契
を
得
て
、
以
て
太

子
に
報
ぜ
ん
と
欲
す
る
を
以
て
な
り
。
」

是
に
於
い
て
、
左
右
既
に
前
み
て
軻
を

殺
す
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



秦
王
暗
殺
計
画

荊
軻
は
計
画
が
失
敗
し
た
こ
と
を
知
り
、

柱
に
倚
り
か
か
っ
て
笑
う
と
、
あ
ぐ
ら
を

か
い
て
こ
う
叫
ん
だ
。

「
計
画
が
失
敗
し
た
の
は
、
（
秦
王
を
）

生
か
し
た
ま
ま
約
束
を
取
り
付
け
、
（
燕

の
）
太
子
の
付
託
に
応
え
よ
う
と
考
え
て

し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
」

こ
う
し
て
左
右
の
者
が
進
み
出
て
、
荊

軻
を
殺
し
た
。

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝



史
記
と
燕
丹
子

秦
王
暗
殺
計
画
に
つ
い
て
は
、
史
記
や

戦
国
策
が
伝
え
る
歴
史
資
料
の
ほ
か
に
、

も
う
一
つ
の
記
録
が
伝
わ
っ
て
い
る
『
永

楽
大
典
』
①

巻
四
九
〇
八
に
収
め
ら
れ
た

『
燕
丹
子
』
で
あ
る
。

【
解
説
】

①
永
楽
大
典
：
明
の
成
祖(

永
楽
帝) 

の
勅
命
に

よ
り
、
一
四
〇
三
年
（
永
楽
元
年)

か
ら
五
年

の
歳
月
を
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
類
書(

歴
代
の

文
献
を
抄
録
し
た
一
種
の
百
科
全
書)

。
二
万

二
八
七
七
巻
、
一
万
一
〇
九
五
冊
。
『
洪
武

正
韻
』
の
韻
字
の
順
序
に
従
っ
て
項
目
が
配

列
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
戦
乱
な
ど
で
多

く
が
散
逸
し
、
巻
四
九
〇
八
は
ド
イ
ツ
の
ベ

ル
リ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館(M

u
seu

m
 fü

r

V
ö
lk

erk
u
n
d
e
, B

erlin
)

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。



永楽大典



燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

燕
の
太
子
・
丹
、
秦
に
質(

ち)

た
り
。

秦
王
、
之
を
遇
す
る
に
礼
な
く
、
意
を
得

ず
し
て
、
帰
る
を
求
め
ん
と
欲
す
。
秦
王
、

聴
か
ず
し
て
謬
言
し
て
曰
く
、
「
烏
を
し

て
頭
を
白
し
め
、
馬
を
し
て
角
を
生
え
し

め
よ
」
と
。
丹
、
天
を
仰
ぎ
て
嘆
け
ば
、

烏
は
即
ち
頭
を
白
く
し
、
馬
は
角
を
生
ず
。

秦
王
、
已
む
を
得
ず
し
て
之
を
遣
る
。

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

燕
の
太
子
で
あ
る
丹
は
、
秦
に
人
質
と

な
っ
て
い
た
。
秦
王
が
冷
遇
し
た
た
め
、

失
望
し
、
帰
国
し
た
い
と
願
い
出
た
。
秦

王
は
こ
れ
を
許
さ
ず
、
「
烏
が
白
髪
に
な

り
、
馬
に
角
が
生
え
れ
ば
（
帰
国
を
許
し

て
や
ろ
う
）
」
と
ふ
ざ
け
て
言
っ
た
。

と
こ
ろ
が
丹
が
天
を
仰
い
で
嘆
く
と
、

烏
は
白
髪
に
な
り
、
馬
に
角
が
生
え
た
。

秦
王
は
や
む
を
え
ず
、
帰
国
を
許
し
た
。

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

秦
王
、
曰
く
「
軻
、
起
ち
て
、
督
亢
の

地
図
を
進
め
よ
」
と
。
秦
王
、
図
を
発
く
。

図
窮
ま
り
て
匕
首
出
ず
。
軻
、
左
手
で
秦

王
の
袖
を
把(

と
ら)
え
、
右
手
で
其
の
胸

を
揕(

さ)

し
、
之
を
数
え
て
曰
く
「
足
下
、

燕
に
負
う
こ
と
日
に
久
し
く
、
海
内
に
暴

を
貪
り
、
厭
き
足
る
を
知
ら
ず
。
於
期
は

罪
な
く
し
て
其
の
族
を
夷
さ
る
。
軻
は
将

に
海
内
の
た
め
に
讐
を
報
い
ん
と
す
。
今

燕
王
の
母
病
み
、
軻
と
期
を
促
す
。
吾
が

計
に
従
わ
ば
生
き
、
従
わ
ざ
れ
ば
則
ち
死

す
」
と
。

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

秦
王
は
言
っ
た
。
「
荊
軻
よ
、
起
ち
上

が
っ
て
、
督
亢
の
地
図
を
献
上
せ
よ
」
と
。

秦
王
は
地
図
を
開
い
た
。
地
図
が
す
べ
て

開
か
れ
る
と
、
匕
首
が
出
て
き
た
。
荊
軻

は
左
手
で
秦
王
の
袖
を
と
ら
え
、
右
手
で

そ
の
胸
に
（
匕
首
）
を
突
き
立
て
、
（
秦

王
）
を
責
め
て
言
っ
た
。
「
陛
下
は
、
長

い
間
、
燕
を
裏
切
り
、
国
内
各
地
に
戦
禍

を
も
た
ら
し
、
飽
く
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。

樊
於
期
将
軍
は
罪
も
な
く
そ
の
一
族
を
殺

さ
れ
ま
し
た
。
荊
軻
は
国
内
の
人
々
の
た

め
に
仇
を
討
ち
に
参
り
ま
し
た
。
（
中

略
）
私
の
言
う
と
お
り
す
れ
ば
生
き
ら
れ

ま
す
が
、
従
わ
な
け
れ
ば
死
ぬ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
」

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

秦
王
曰
く
「
今
日
の
事
、
子
の
計
に
従

う
の
み
。
琴
の
声
を
聴
き
て
死
ぬ
を
乞

う
」
と
。
姫
人
を
召
し
琴
を
鼓
し
む
。
琴

の
声
に
曰
く
「
羅
縠
は
単
衣
、
掣
し
て
絶

つ
べ
し
。
八
尺
の
屏
風
、
超
え
て
越
え
る

べ
し
。
鹿
盧
の
剣
、
負
い
て
抜
く
べ
し
」

と
。

軻
は
音
を
解
さ
ず
。
秦
王
は
琴
の

声
に
従
い
、
剣
を
負
い
て
之
を
抜
き
、
是

に
於
い
て
袖
を
奮
い
て
屏
風
を
超
え
て
走

る
。
軻
は
匕
首
を
抜
き
て
之
を
擿(
な
げ

う)

つ
。
秦
王
を
決(

き
ず)

つ
け
、
刃
は
銅

柱
に
入
り
、
火
出
ず
。

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

秦
王
は
言
っ
た
。

「
そ
な
た
の
言
う
と
お
り
に
し
よ
う
。
た

だ
死
ぬ
前
に
琴
の
音
を
聞
か
せ
て
く
れ
」

そ
こ
で
、
側
室
を
呼
ん
で
、
琴
を
弾
か

せ
た
。
琴
の
音
は
こ
う
伝
え
た
。

「
絹
の
衣
は
一
重
、
引
け
ば
破
れ
ま
す
。

八
尺
の
屏
風
は
飛
び
越
え
ら
れ
ま
す
。
鹿

盧
の
剣
は
背
負
え
ば
抜
け
ま
す
。
」

荊
軻
に
は
琴
の
音
は
理
解
で
き
な
か
っ

た
。
秦
王
は
琴
の
音
に
従
い
、
剣
を
背

負
っ
て
抜
く
と
、
袖
を
引
き
ち
ぎ
り
、
屏

風
を
跳
び
越
え
て
逃
げ
た
。
荊
軻
が
匕
首

を
抜
い
て
投
げ
つ
け
る
と
、
秦
王
を
傷
つ

け
、
刃
は
銅
柱
に
さ
さ
り
、
火
花
を
出
し

た
。

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

秦
王
は
還
り
て
軻
の
両
手
を
断
つ
。
軻

は
柱
に
倚
り
て
笑
い
、
箕
踞
し
て
罵
り
て

曰
く
、

「
吾
、
軽
易
に
坐
し
、
豎
子
の
欺
く
所
と

な
る
。
燕
国
、
之
に
報
い
ず
、
我
が
事
、

之
に
立
た
ざ
る
か
な
。
」

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


燕
丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
所
収
）

秦
王
は
戻
る
と
、
荊
軻
の
両
手
を
断
っ

た
。
荊
軻
は
柱
に
よ
り
か
か
っ
て
笑
い
、

あ
ぐ
ら
を
か
い
て
叫
ん
だ
。

「
俺
が
こ
と
を
侮
っ
た
た
め
に
、
こ
い
つ

に
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
燕
国
に
報
い
る

こ
と
も
で
き
ず
、
俺
の
計
画
も
失
敗
し
て

し
ま
っ
た
。
」

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/t191/image/01/t191s0002.html


？

司
馬
遷
が
『
史
記
』
を
書
い
た
当
時
、

『
燕
丹
子
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
民

間
伝
承
は
す
で
に
存
在
し
た
の
か
？

http://www.wenhuacn.com/article.asp?classid=116&articleid=7318


司
馬
遷
が
聞
い
た
民
間
伝
承

太
史
公
、
曰
く
、

「
世
に
荊
軻
を
言
う
に
、
其
の
太
子
・
丹

の
命
を
称
し
、
天
、
粟
を
雨
ら
し
、
馬
、

角
を
生
ず
る
な
り
と
。
太(

は
な
は)

だ
過

(

あ
や
ま)

て
り
。
又
言
う
、
荊
軻
、
秦
王

を
傷
つ
く
と
。
皆
非
な
り
。
始
め
公
孫
季

功
、
董
生
、
夏
無
且
と
游(

ま
じ
わ)

り
、

具(

つ
ぶ)

さ
に
其
の
事
を
知
り
、
余
の
為

に
こ
れ
を
道(

い)

う
こ
と
是
の
如
し
。
」

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
巻
八
六
刺
客
列
伝



司
馬
遷
が
聞
い
た
民
間
伝
承

「
世
間
で
は
、
荊
軻
の
こ
と
を
語
る
と
き
、

燕
の
太
子
・
丹
の
命
で
、
天
は
粟
を
降
ら

し
、
馬
は
角
を
生
や
し
た
と
い
う
が
、
こ

れ
は
で
た
ら
め
で
あ
る
。
ま
た
、
荊
軻
は

秦
王
を
傷
つ
け
た
と
も
い
う
が
、
こ
れ
も

誤
り
で
あ
る
。
以
前
、
公
孫
季
功
や
董
生

は
（
秦
王
の
侍
医
で
あ
っ
た
）
夏
無
且
と

交
友
が
あ
り
、
当
時
の
よ
う
す
を
詳
し
く

知
っ
て
い
た
の
で
、
以
上
の
よ
う
に
私
に

話
し
て
く
れ
た
。
」

(

漢)

司
馬
遷
『
史
記
』
巻
八
六
刺
客
列
伝



史
記
荊
軻
伝
の
材
料

「
司
馬
遷
の
荊
軻
伝
の
材
料
は
、
む
し
ろ

世
言
、
即
ち
世
の
い
い
伝
え
の
中
か
ら

採
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
彼
は
無
差

別
に
世
言
を
取
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ

に
批
判
を
加
え
、
あ
ま
り
に
神
怪
な
こ
と
、

明
ら
か
に
反
証
の
あ
る
こ
と
を
排
斥
し
た
。

そ
し
て
夏
無
且
の
言
は
そ
の
反
証
の
一
に

す
ぎ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
」

～
宮
崎
市
定
「
身
振
り
と
文
学
」

宮崎市定（1901～1995）



楚

秦

斉

燕

戦国時代 BC453-BC221

BC223年

BC222年

BC221年

韓

趙

BC230年

BC228年

魏BC225年
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北朝 439-589 南朝 420-589

隋 581-619

唐 618-907

五代十国 907-960

遼 北宋 960-1127

金 1115-1234 南宋 1127-1279
元 1271-1368

明 1368-1644

清 1616-1912

中華民国 1912-1949
中華人民共和国 1949-

秦
の
滅
亡

法
家
思
想
に
よ
っ
て
天
下
統
一
を
実
現

し
た
秦
で
あ
っ
た
が
、
苛
酷
な
厳
罰
主
義

は
や
が
て
民
衆
の
反
乱
を
招
き
、
わ
ず
か

十
五
年
で
滅
亡
し
た
。

秦
の
後
を
受
け
た
漢
王
朝
は
、
儒
家
思

想
を
国
教
化
し
、
四
百
年
に
及
ぶ
秩
序
あ

る
安
定
し
た
社
会
を
築
い
て
い
く
。



儒
教
の
徳
治
主
義
＝
「
徳
」
と
「
礼
」

子
曰
く
、
之
を
道(

み
ち
び)

く
に
政
を
以

て
し
、
之
を
斉(
と
と
の)

う
る
に
刑
を
以
て

す
れ
ば
、
民
は
免
れ
て
恥
無
し
。
之
を
道

(

み
ち
び)

く
に
徳
を
以
て
し
、
之
を
斉(

と
と

の)

う
る
に
礼
を
以
て
す
れ
ば
、
恥
あ
り
且

つ
格(

た
だ)

す
。

論
語
為
政
第
二

論語註疏解經二十卷(京都大学附属図書館蔵)
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殷 1600BC頃-1046BC

周 1046BC-771BC

春秋戦国時代 770BC-221BC

秦 221BC-207BC

漢 206BC-220AD

魏 220-265 蜀 221-263 呉 222-280
晋 265-316

五胡十六国時代 東晋 317-420

北朝 439-589 南朝 420-589

隋 581-619

唐 618-907

五代十国 907-960

遼 北宋 960-1127

金 1115-1234 南宋 1127-1279
元 1271-1368

明 1368-1644

清 1616-1912

中華民国 1912-1949
中華人民共和国 1949-

現
代
中
国
に
お
け
る
秦
の
評
価

中
学
歴
史
教
育
の
暗
記
法
（
口
诀
记
忆
）

公
元
前
二
二
一

(
紀
元
前
二
二
一
年
）

秦
灭
六
国
有
大
功(

秦
は
六
国
を
滅
ぼ
し

大
功
あ
り
）

都
城
设
在
咸
阳
城(

都
城
を
咸
陽
城
に
設
け)

中
华
民
族
得
安
宁(

中
華
民
族
は
安
寧
を
得
た)

人
民
教
育
出
版
社
版
『
初
級
中
学
歴
史
上
冊
』
教
案



Dharmsala

台湾

新疆ウィグル自治区

チベット自治区

秦
は
法
家
思
想
に
基
づ
く
中
央
集
権
化

と
富
国
強
兵
に
よ
っ
て
東
方
の
六
国
を
滅

ぼ
し
、
五
百
年
以
上
に
及
ん
だ
戦
乱
の
時

代
に
終
止
符
を
打
ち
、
中
国
を
統
一
し
た
。

そ
の
陰
で
国
を
滅
ぼ
さ
れ
た
人
々
は
、

亡
国
の
英
雄
た
ち
の
事
跡
を
語
り
伝
え
て

い
っ
た
。

統
一
の
光
と
影
。
そ
れ
は
い
ま
も
中
国

が
抱
え
る
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。





漢
族
が
主
流
を
占
め
る
政
府
側
と
ウ
イ

グ
ル
族
は
長
年
、
摩
擦
を
繰
り
返
し
て
き

た
。
背
景
に
は
宗
教
や
言
語
な
ど
民
族
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
か
か
わ
る
面
の

制
約
や
、
経
済
格
差
な
ど
へ
の
強
い
不
満

が
あ
る
。

中
国
政
府
は
二
〇
〇
一
年
、
漢
族
の
言

葉
で
あ
る
漢
語
の
小
学
校
か
ら
の
普
及
教

育
を
導
入
。
民
族
語
で
の
教
育
が
可
能

だ
っ
た
理
科
や
算
数
な
ど
の
教
科
も
、
す

べ
て
漢
語
指
導
に
変
更
し
た
。
一
方
、
漢

族
が
少
数
民
族
言
語
を
学
ぶ
機
会
は
大
学

な
ど
に
限
ら
れ
る
。

朝
日
新
聞
二
〇
一
四
年
五
月
三
日
朝
刊
よ
り



習
近
平
政
権
は
相
次
ぐ
衝
突
を
受
け
、

民
族
間
の
団
結
を
強
調
す
る
一
方
、
少
数

民
族
側
の
不
満
に
は
抑
圧
で
対
抗
し
て
い

る
。ウ

ル
ム
チ
の
繁
華
街
で
、
漢
族
の
常
連

客
も
多
い
民
族
料
理
店
を
営
む
二
〇
代
の

ウ
イ
グ
ル
族
の
男
性
は
、
周
囲
を
見
回
し

て
当
局
者
が
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
上

で
語
っ
た
。

「
ウ
イ
グ
ル
族
が
望
む
の
は
、
漢
族
と
同

様
に
、
自
由
に
話
せ
る
環
境
と
平
和
で
幸

せ
な
生
活
な
ん
だ
」

朝
日
新
聞
二
〇
一
四
年
五
月
三
日
朝
刊
よ
り



ま
と
め

一
．
法
家
思
想
に
よ
る
中
央
集
権
化
と
富

国
強
兵
策
に
よ
っ
て
圧
倒
的
な
軍
事

力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
秦
は
、
秦

王
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
の
時
代
、

わ
ず
か
十
年
足
ら
ず
の
間
に
、
東
方

の
国
々
を
次
々
と
滅
ぼ
し
て
い
っ
た
。

二
．
秦
の
軍
事
的
脅
威
が
迫
る
中
、
た
っ

た
一
本
の
匕
首
で
敢
然
と
秦
に
立
ち

向
か
っ
た
荊
軻
の
物
語
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
神
話
的
モ
チ
ー
フ
を
加
え
な
が

ら
後
世
へ
と
語
り
継
が
れ
て
い
っ
た
。

三
．
荊
軻
の
事
跡
は
、
史
記
や
戦
国
策
な

ど
の
史
書
に
記
録
さ
れ
る
一
方
、
燕

丹
子
（
永
楽
大
典
巻
四
九
〇
八
）
に

は
、
当
時
の
民
間
伝
承
と
考
え
ら
れ

る
物
語
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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